
１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における70才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

後継者負担を加味し、集積・集約化には無理が有る

現状の集積率 0 ％ 将来の目標とする集積率 0

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

当地域は、農業者の平均年齢７２歳と高齢化が進み、遊休農地の更なる増加が懸念されることから、持続的に

農地の利用を図りたいところであるが、後継者の不在（兼業主に就業者）が有る、又農業収支に於いても全農

業者が　赤字の中で耕作を維持しているのが現状である、又平均耕作地が　１４aと小さく、耕作地が９区域に

分散し、３湯水の管理等には　人手が必要な為、耕作地の集約化、大型化を妨げている。更に地域の寒冷、多

雨の環境下で　稲作以外の農作物は育てがたく、湿田に成り手刈りが必要な農地も多い。

全農業が赤字の中で、耕作を維持、後継することは　子孫に大きな負担と成っている。又　後継を図るための

農地の整理等の負担を付すことは　更なる負担増となり、当地区のみで進めても　軽微な改善でしかありえな

い、自治振興会などを　中心として　大規模な耕作条件の整備が必要である。　当地区としては　地域住民を

巻き込んだ　耕作地の維持管理に傾注する手段しか無いだろう。

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

耕作地の維持管理に傾注する。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

5.0

0.0

10.6

13.2

（備考）減反の指示が有る　農地面積:5.5a　で現状でも追加要請有り、一度減反すると　再耕作地とすること

が厳しい

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ

い。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 13.2

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 8.2

②　田の面積 8.2

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 0.0

目標年度 令和14年度

市町村名

(市町村コード)

甲賀市

252093

地域名

（地域内農業集落名）

土山町黒川

（　黒川市場　）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和7年3月28日

更新年月日
（　　　　　）



以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

✓ ✓

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）
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ha ha ha ha計 4経営体 8.2 0 8.2 0

水稲 4.92 水稲

利用者 水稲 0.92 水稲 0.92

4.92

利用者 水稲 1.39 水稲 1.39

利用者 水稲 0.97 水稲 0.97

農業者の負担軽減のための　由水の整備が必要、

せめて　農地の　機会耕作可能かが急務（但し　後継者負担の回避が肝要）

属性
農業を担う者

（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託

面積

目標地図

上の表示
備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

【選択した上記の取組内容】

同上

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等

山内地域全体の農地を加味した　取り組みを　自治振興会・農地中間管理機構に貸し付け、担い手の経営意向

を斟酌し、段階的に集約化を進めることが可能か　地区全体での協議が必要であろう。

（３）基盤整備事業への取組

同上

（４）多様な経営体の確保・育成の取組

同上

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組

後継者負担を加味し、集積・集約化には無理が有る

（２）農地中間管理機構の活用方法



５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目


